
環境厚生常任委員長報告 

（Ｈ２８．１２．２２） 

 

環境厚生常任委員会に付託されました議案について、審査の経過概

要と結果を報告いたします。 

まず、第１号議案、平成２８年度一般会計補正予算の本委員会所管

分でありますが、その主な内容は、 

総務費では、過年度国・府支出金の精算に係る返納金の増額補正、 

民生費では、政府の経済対策として低所得者に経済対策臨時福祉給

付金を給付する経費や、障害者福祉サービス事業経費、私立保育園保

育委託経費、法内扶助費などの増加に伴う増額補正、 

衛生費では、経営安定化のため、病院事業会計への繰出金の増額補

正、であります 

また債務負担行為については、計画的な事務執行を進めるため、ふ

れあいプラザ管理経費等について設定されております。 



別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと

決定しました。 

次に、第２号議案、平成２８年度国民健康保険事業特別会計補正予

算については、過年度療養給付費等交付金の精算に係る追加交付に伴

い、予備費を増額するものであります。 

別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと

決定しました。 

次に、第５号議案、平成２８年度介護保険事業特別会計補正予算に

ついては、介護保険制度の改正に伴う電算システムを改修する経費等

について増額補正するものであります。 

別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと

決定しました。 

次に、第８号議案、平成２８年度病院事業会計補正予算については、

一般会計負担金について２億円を収入補正するとともに、給食業務等



の経費に係る債務負担行為について、予算に定めるものであります。 

別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと

決定しました。 

次に、第２６号議案、ふれあいプラザに係る指定管理者の指定につ

いては、公の施設の管理に関し、指定管理者を指定しようとするもの

であり、別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべき

ものと決定しました。 

次に、第３２号議案、国民健康保険南丹病院組合規約の変更につい

ては、国民健康保険南丹病院組合が共同処理する施設の名称を公立南

丹病院から京都中部総合医療センターに改めるものであり、別段異論

なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定しまし

た。 

以上、簡単でありますが、本委員会の報告とします。 
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